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国民健康保険及び国民健康保険及び
後期高齢者医療保険の主な改正ポイント後期高齢者医療保険の主な改正ポイント

問合せ：保険健康課　☎０４９５－７７－２１１３

◆入院時の食事代の標準負担額が変わります
　今まで入院時の食事代は、医療機関に入院した時に必要となり、食材費相当額のみの自己負担でしたが、
平成28年４月からは調理費相当額も負担することになります。
　ただし、平成28年４月１日において、１年を超えて精神病床に入院している方の食事代については、
当分の間、据え置くことになりました。

１食当たりの標準負担額
区分 対象者の分類 食事療養標準負担額

Ａ Ｂ、Ｃ、Ｄのいずれにも該当しない方
１食につき360円

（平成30年４月１日か
らは1食につき460円）

Ｂ Ｃ、Ｄのいずれにも該当しない指定難病患者又は小児慢性特定疾病
病児童等※1 １食につき260円

Ｃ 低所得者Ⅱ：住民税非課税世
帯（Ｄに該当する方を除く）

過去１年間の入院期間が90日以内 １食につき210円
（変わりません）

過去１年間の入院期間が90日超 １食につき160円
（変わりません）

Ｄ 低所得者Ⅰ：Ｃのうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の方 １食につき100円
（変わりません）

※下線部分が、今回の見直しによる改正部分になります。
※１　小児慢性特定疾病病児童等は国民健康保険のみになります。

◆紹介状なく、大病院等で受診する場合は「定額負担」が必要になります
　医療機関における外来の機能分化を進めるため、平成28年４月からは、紹介状なしで特定機能病院及
び500床以上の大病院を外来受診する場合、原則として初診時または再診時に３割～１割の自己負担に
加え、定額負担が必要になります。
　定額負担の金額は、初診5,000円（歯科は3,000円）、再診2,500円（歯科は1,500円）が最低金額にな
ります。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合については、定額負担を求められない場合が
あります。

◆パートやアルバイトでお勤めの方へ
　平成28年10月から短時間労働者の社会保険の適用が拡大されます。
　健康保険の適用基準が緩和されたことにより、従業員数501人以上の事業所でパートなど短時間労
働者として働かれている方で、１週間の所定労働時間が20時間以上など一定の要件を満たす場合は、
「短時間被保険者」として健康保険が適用されます。詳しくは、お勤めの事業所等にご確認ください。

　「一億総活躍社会」の実現に向け、高齢者世帯の年金も含めた所得全体の底上げを図る観点に立ち、平
成28年前半の個人消費の下支えにも資するよう、高齢者を対象に年金生活者等支援臨時福祉給付金を支
給します。
支給対象者　 平成27年度の臨時福祉給付金の支給対象者のうち、平成28年度中に65歳以上となる方（昭

和27年４月１日以前に生まれた方）
支　給　額　支給対象者１人につき　30,000円
申 請 期 間　平成28年４月18日（月）から平成28年７月20日（水）まで

「臨時福祉給付金」の“振り込め詐欺”や“個人情報の詐欺”にご注意ください。
● 市町村や厚生労働省などがATM（銀行・コンビニなどの現金自動支払機）の操作をお願いすることは、
絶対にありません。
●ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
● 市町村や厚生労働省などが、「臨時福祉給付金（簡素な給付措置）」を支給するために、手数料などの振
込を求めることは絶対にありません。
● 現時点で、市町村や厚生労働省などが住民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号やマイナンバーなどの
個人情報を照会することは、絶対にありません。

※ ご自宅や職場などに市町村や厚生労働省（の職員）などをかたった不審な電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わず、お
住まいの市町村や最寄りの警察署（または警察相談専用電話(♯9110)）にご連絡ください。
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